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船舶事故調査報告書 

 

                                平成２４年６月７日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２３年２月２５日 １９時１７分ごろ 

発生場所 兵庫県姫路港広畑第１区 

 姫路市所在の広畑東防波堤灯台から真方位００５°１,６００ｍ 

 （概位 北緯３４°４６.７′ 東経１３４°３７.８′） 

事故調査の経過  平成２３年３月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 裕福
ゆうふく

 ２３６トン 

１４１３７４、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、

望月海運株式会社 

   ５５.７７ｍ×９.５０ｍ×５.９０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３５kＷ、平成２２年１１月 

Ｂ 引船 早
はや

美
み

丸、１６４トン 

   １２９２０１、早駒運輸株式会社 

   ３０.８５ｍ×８.８０ｍ×３.７８ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１,９１２kＷ、平成１年２月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５４歳 

   五級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 昭和５４年９月２１日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２３年４月１５日 

免状有効期間満了日 平成２８年７月１８日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ２９歳 

   四級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成１４年３月２８日 

免 状 交 付 年 月 日 平成１９年９月１４日 

免状有効期間満了日 平成２４年３月２７日 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 右舷アンカー脱落 

Ｂ 右舷船尾ブルーワーク及びフェンダー凹損 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか２人が乗り組み、姫路港広畑第１区の港奥の岸壁を

離岸し、船長Ａが単独で船橋当直に就き、レーダーを０.５海里（Ｍ）レ

ンジとして速力約７.２ノット（kn）（対地速力、以下同じ。）で南西進し

た。 

 船長Ａは、レーダーと目視により左舷前方のＢ船を認め、Ｂ船が港奥に
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向かう内航船であり、左舷対左舷で通過すると思い、同じ速力で南西進を

続けた。 

 船長Ａは、北東進すると思っていたＢ船が、北進してきたことから、衝

突の危険を感じ、機関を全速力後進としたが、平成２３年２月２５日１９

時１７分ごろＡ船の右舷船首部とＢ船の右舷船尾部が衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか３人が乗り組み、外国船の出港作業及び警戒業務終

了後、船長Ｂが、単独で船橋当直に就き、レーダーを０.７５～１Ｍレン

ジとし、基地である姫路港広畑第１区の中央岸壁に向けて約７.５knの速

力で北進した。 

 船長Ｂは、着岸作業のためのロープを準備するため、作業灯を点灯して

航行中、右舷方至近のＡ船に気付き、左舵をとったが、Ａ船と衝突した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 ０.５ｍ 

 その他の事項  Ａ船は、姫路港から阪神港神戸区に向け、コイル約７６６ｔを積載し、

船首約２.８ｍ、船尾約３.６ｍの喫水であり、航海灯を表示していた。 

 Ｂ船は、船首約２.１ｍ、船尾約３.１ｍの喫水であり、航海灯を表示し

ていた。 

 船長Ｂは、レーダーを見ていなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、姫路港広畑第１区において、港奥の岸

壁を離岸して南西進中、船長Ａが、左舷前方から

接近してくるＢ船を認め、左舷対左舷で通過する

ものと思い込み、適切な見張りを行っていなかっ

たことから、Ｂ船と衝突したものと考えられる。

 Ｂ船は、姫路港広畑第１区において、中央岸壁

に向けて北進中、船長Ｂが、着岸作業のためのロ

ープを準備することに意識を集中し、見張りを行

っていなかったことから、右舷前方から接近する

Ａ船に気付かずに航行し、Ａ船と衝突したものと

考えられる。 

原因  本事故は、夜間、姫路港広畑第１区において、Ａ船が南西進中、Ｂ船が

北進中、船長Ａが、左舷前方から接近してくるＢ船と左舷対左舷で通過す

るものと思い込み、適切な見張りを行わず、また、船長Ｂが、着岸作業の

ためのロープを準備することに意識を集中し、見張りを行っていなかった

ため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 本事故後、Ａ船所有者及びＢ船所有者は、次の改善措置をとった。 

・Ａ船所有者は、出港時、港内においては出港配置をとることとした。 

・Ｂ船所有者は、出入港時には船橋に複数の人員を配置することとした。

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・前路に他船を認めた場合、安全に通過するまで、その動静を監視する

こと。 

・船橋当直中は、操船に専念すること。  




